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○愛知淑徳大学障がい学生支援委員会規程  

（ 設  置 ）  

第 １ 条  愛 知 淑 徳 大学 に 、障 が い 学 生支援 委 員 会（ 以 下 、｢委員 会 ｣と い う 。）を置く 。  

（ 目  的 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、肢 体 に 不 自 由 の ある学 生 ・ 視 覚 に 障 がいの あ る 学 生 ・ 聴 覚に障 が

い の あ る 学 生・発 達に障 が い の あ る 学 生及び 疾 病 に よ る 障 がいの あ る 学 生（ 以 下 、｢障

が い 学 生 ｣と い う 。）の 教 育 及 び 学 生 生活の 支 援 に つ い て 審議し 、 障 が い 学 生 の学修

環 境 の 整 備 及 び 向上を 目 的 と す る 。  

（ 審 議 事 項 ）  

第 ３ 条  委 員 会 は 、次 に 掲 げ る 事 項 を審議 す る 。  

（ １ ）  障 が い 学生の 支 援 の た め の 基本的 事 項 に 関 す る こと  

（ ２ ）  障 が い 学生の 教 育 及 び 学 生 生活に 関 わ る 指 導 提 言及び 啓 発 に 関 す る こと  

（ ３ ）  障 が い 学生の 必 要 と す る 施 設設備 に 関 す る こ と  

（ ４ ）  障 が い 学生の 支 援 に 関 わ る 関係委 員 会 ・ 部 署 と の連絡 調 整 に 関 す る こと  

（ ５ ）  そ の 他 、障が い 学 生 の 支 援 ・指導 の た め に 必 要 な事項  

（ ６ ）  障 が い のある 受 験 生 へ の 応 対・指 導 に 関 す る こ と  

（ 組  織 ）  

第 ４ 条  委 員 会 は 、次 に 掲 げ る 委 員 をもっ て 組 織 す る 。  

（ １ ）  副 学 長  

（ ２ ）  学 生 部 長  

（ ３ ）  保 健 管 理室長  

（ ４ ）  健 康 ス ポーツ 教 育 セ ン タ ー 長  

（ ５ ）  学 生 相 談室長  

（ ６ ）  事 務 局 長   

（ ７ ）  そ の 他 、必要 に 応 じ て 学 長 が委嘱 す る 者  若 干 名  

（ 任  期 ）  

第 ５ 条  前 条 第 ７ 号に 規 定 す る 委 員 の任期 は ２ 年 と し 、 再任を 妨 げ な い 。 た だし、 欠

員 を 生 じ た 場 合 の補欠 委 員 の 任 期 は 、前任 者 の 残 任 期 間 とする 。  

２  委 員 会 に 幹 事を置 き 、 事 務 局 長 をもっ て 充 て る 。   
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（ 委 員 長 等 ）  

第 ６ 条  委 員 会 に 委員 長 を 置 き 、 副 学長を も っ て 充 て る 。  

２  委 員 長 に 事 故ある と き は 、 予 め 委員長 が 定 め た 者 が その職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会  議 ）  

第 ７ 条  委 員 会 の 会 議 （ 以 下 、 ｢会 議 ｣と い う 。） は 、 委 員 長 が 召 集 し 、 そ の 議 長 と な

る 。  

２  会 議 は 、 委 員の半 数 以 上 の 出 席 がなけ れ ば 開 く こ と ができ な い 。  

３  会 議 の 議 事 は、出 席 し た 委 員 の 過半数 で 決 し 、 可 否 同数の と き は 議 長 が 決する 。  

４  議 長 が 必 要 と認め た と き は 、 委 員以外 の 教 員 ま た は 事務職 員 を 会 議 に 出 席させ る

こ と が で き る 。    

（ 審 議 結 果 の 報 告）  

第 ８ 条  委 員 長 は 、 委 員 会 の 審 議 結 果 を 学 長 及 び 大 学 協 議 会 に 報 告 す る も の と す る 。 

（ 事  務 ）  

第 ９ 条  委 員 会 に 関す る 事 務 は 、 学 生部学 生 事 務 室 長 ま たは教 学 事 務 室 長 が 行う。  

（ 改  正 ）  

第 １ ０ 条  こ の 規 程の 改 正 は 、 委 員 会の議 を 経 て 、 大 学 協議会 が 定 め る 。  

（ 雑  則 ）  

第 １ １ 条  こ の 規 程に 定 め る も の の ほか、 委 員 会 の 運 営に 関し て 必 要 な 事 項 は、委 員

長 が 会 議 に 諮 っ て定め る 。  

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２０ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２１ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２８ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

 


